
 

 

 

 

 

 

申請者が住宅の耐震改修にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用

から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は市町から直接業者に

支払う制度です。（活用については申請者の選択制） 

 

 

例（耐震改修工事費が 150万円の場合） 

 

通常の補助金の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領委任払い制度を利用した場合の補助金の流れ 

 

  

 

 

 

 

補助金 100 万円 

申請者 

市 町 

工事業者 

工事費 150 万円 

かかった費用の金額 

補助金 100 万円 

申請者 

市 町 

工事業者 

工事費 150 万円― 

補助金 100 万円＝50 万円 

かかった費用から 

補助金を差し引いた額 


